
２０２６年６月１２日 

生活協同組合コープしが 

 

 当組合は、２０２６年６月１２日開催の第４７回通常総代会で剰余金処分案を議決いたしました。 

本議決に基づき、定款第７７条第５項の利用分量に対する割合と請求方法等、定款第７８条第４項の出

資配当金の払込済出資額に対する割合と出資配当金の請求方法を組合員に公告します。 

 

＜２０２５年度決算＞ 

  

＜貸借対照表＞2026年3月20日現在 （単位：千円）
科　　目 金　　額 科　　目 金　　額

Ⅰ.流動資産 23,060,586 Ⅲ．流動負債 6,875,966
Ⅱ．固定資産 14,154,778 Ⅳ．固定負債 1,737,200
　１．有形固定資産 7,208,450 　　　負債合計 8,613,167
　２．無形固定資産 181,274 Ⅴ．出資金 14,070,755
　３．その他固定資産 6,765,053 Ⅵ．剰余金 14,531,442

　１．法定準備金 6,835,000
　２．任意積立金 6,035,878
　３．当期未処分剰余金 1,660,564
　　　純資産合計 28,602,197

資 産 合 計 37,215,364 負 債 ・ 純 資 産 合 計 37,215,364  
 

  

＜損益計算書＞自 2025年3月21日　至 2026年3月20日 （単位：千円）
科　　目 金　　額 科　　目 金　　額

Ⅰ．供給高 40,099,202 Ⅶ．特別利益 2,135
　　供給剰余金 10,310,036 Ⅷ．特別損失 3,655
Ⅱ．福祉事業収入 74,946 　　税引前当期剰余金 1,257,153
　　福祉剰余金 △ 8,379 　　法人税等 249,233
Ⅲ．その他事業収入 1,197,822 　　当期剰余金 1,007,920
　　事業総剰余金 11,499,480 　　当期首繰越剰余金 392,199
Ⅳ．事業経費 10,528,401 　　任意積立金取崩額 260,444
　　事業剰余金 971,078 　　当期未処分剰余金 1,660,564
Ⅴ．事業外収益 392,187
Ⅵ．事業外費用 104,593
　　経常剰余金 1,258,672  

 

<剰余金処分計算書>                                （単位：円） 

Ⅰ．当期未処分剰余金                                        １，６６０，５６４，３０１ 

 

Ⅱ．任意積立金取崩額 

１．店舗開設積立金取崩額        ９８７，３９６，８８２ 

２．事業所内保育特別償却準備金取崩額     １，６９８，３７２ 

３．太陽光発電国庫補助金積立金取崩額    １，１８２，９３３   ９９０，２７８，１８７ 

       合   計                                              ２，６５０，８４２，４８８ 

 

Ⅲ．当 期 処 分 額         

１．法 定 準 備 金                      １５０，０００，０００ 

２．利用分量割戻金             ３６１，９０５，５９７ 

３．出 資 配 当 金                        ５５，４７６，５４３ 

４．システム整備積立金         ５５０，０００，０００ 

５．店舗開設等積立金          ４００，０００，０００ 

６．コープしがグループ経営強化積立金  ４００，０００，０００ 

７．減損評価準備金           ３６２，５３２，９９８ 

８．産直・県内農産基金          １０，０４２，４９４ 

９．４０周年記念事業準備金        １０，０００，０００ 

10．災害支援基金              ４，１６１，０４０ ２，３０４，１１８，６７２ 

Ⅳ．次期繰越剰余金                               ３４６，７２３，８１６ 

２０２５年度決算及び利用分量割戻金、 

出資配当金の支払い方法に関する公告 



２０２５年度出資配当金及び利用分量割戻金の 

払い戻し方法、並びに端数増資について 
 

１．支払対象者  

 ２０２６年３月２０日に在籍し、かつ第４７回通常総代会開催日の６月１２日に在籍の組合員 

 

２．支払算定基準 

（１）利用分量割戻金 割戻率   １．２％ （宅配事業の利用高） 

（２）出資配当金    配当率  ０．４％ （２０．４２％の所得税及び復興特別所得税が源泉徴収さ

れ、期中増減資及び加入出資金は日数按分で配当金を計算）  

        

３．支払方法 

（１）利用分量割戻金  （宅配事業ご利用の組合員） 

①６月１５日時点で、宅配を利用する組合員は、８月１回の利用代金に割戻金を充当し割戻します。 

８月１回の利用が無い場合や割戻金以下の場合は８月３日付けで出資金に振替えます。 

②６月１５日時点で、宅配を利用していない組合員は６月１２日付で出資金に振替えます。 

（２）出資配当金   （源泉税差引後金額）全額を６月１２日付けで出資金に振替えます。 

 

４．通知方法 

①宅配事業の８月１回商品案内書が発行されている組合員は「出資配当金と利用分量割戻金」のお知

らせをお届けします。 

②宅配事業の８月１回商品案内書が発行停止・店舗所属・所在不明の組合員はハガキでお知らせしま

す。 

 

５．端数増資 

①宅配の組合員は、８月２回お届け表で端数増資金額をお知らせし、９月１回の注文書で受付します。 

②店舗の組合員は、店頭などで随時受付します。 

                                            

以上 

                                                


